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　11月９日（水）～15日（火）は秋の火災予防運動
です。特に「寝たばこをしない」「こんろは火をつ
けたまま離れない」「ストーブの近くに燃えやすい
ものを置かない」ようにしましょう。
i小金井消防署予防課（☎042－384－0119）
【消防団員による巡回広報活動】
　消防団および小金井消防署では、市民の皆さんに
防火に対する意識を高めてもらうため、市内巡回広
報を行います。

　消防団員は、職業を持つかたわら、昼夜を問わず
に発生する各種災害に備え、常に訓練を積み重ね、
市民の皆さんの生命や財産を守り、また、安全で住
みよいまちづくりのために、積極的に活動していま
す。
　なお、秋の火災予防運動の期間中は、夜間巡回広
報活動を強化して行います。
d11月13日（日）午前10時ころ
i地域安全課防災消防係（☎042－387－9807）

「もう一度　確認　安心　火の用心」
作者＝菅野珠加さん・江戸川区在住（令和４年度東京消防庁防火標語）

秋 の 火 災 予 防 運 動
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市
職
員
が
自
ら
の
接
遇
を
振
り

返
り
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
接
遇

に
対
す
る
意
識
啓
発
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
11
月
を
「
接
遇

向
上
月
間
」
と
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
気
兼
ね
な
く
市
役
所

を
訪
れ
、
気
持
ち
よ
く
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
接

遇
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

　

な
お
、
職
員
の
接
遇
に
関
し
て

お
気
付
き
の
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。
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収
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控
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証
明
書
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付

　

令
和
４
年
１
月
〜
12
月
に
納
め

た
国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。（
令
和
４
年
１
月
〜
12
月

に
納
付
し
た
過
年
度
分
や
家
族
の

分
も
含
ま
れ
ま
す
）

　

年
末
調
整
、
確
定
申
告
お
よ
び

市
・
都
民
税
申
告
等
で
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
を
す
る
際
に

は
、
納
付
し
た
保
険
料
を
証
明
す

る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
９
月
30
日
ま
で
に

納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
額
を

証
明
し
た
同
証
明
書
が
日
本
年
金

機
構
か
ら
11
月
上
旬
に
送
付
さ
れ

ま
す
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に

は
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こ
の
証
明
書
と
10
月
１
日
以

降
に
納
付
し
た
領
収
証
書
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。
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５
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３
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８
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７
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２
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依
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す
る
人
）
直
筆
の
委

任
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運
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す
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ま
た
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求
の
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は
、
住
民
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籍
関
係
書
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具
体
的
な

請
求
理
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を
明
ら
か
に
し
て
い
た

だ
く
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合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
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印
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の
交
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マ
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ナ
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バ
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取
り
扱
い
が
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な
り
ま

す
。
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次
の
方
が
来
庁
す
る
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合
は
、

委
任
状
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
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除
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は
除
く
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＝
同

一
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の
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▽
戸
籍
関
係
書
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＝
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当
の
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籍

に
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
方
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直
系
の
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（
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等
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※
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籍
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係
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の
う
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証
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独
身
証
明
書
は
、
本
人

以
外
の
方
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▽
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▽
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５
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課
（
市
役
所
本
庁
舎
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設
管
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１
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夜
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休
日
の
み
）、
東
京
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住

宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

e
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し

く
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営
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宅
入
居
者
募
集

の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
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月
16
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

郵
送
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谷
郵
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＝
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Ｄ
Ｋ
１
戸
（
28
平
方
㍍
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２
階
。
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身
世
帯
向
け
）
②
グ
リ
ー
ン
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ン
小
金
井
（
緑
町
４

－
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－
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＝
１
Ｄ
Ｋ
１
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（
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方
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２
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③
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
小
金
井
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４
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２
Ｄ
Ｋ
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２
階
。
複
数

世
帯
向
け
）
④
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（
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５
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６
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世
帯
向
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■
家
賃
①
１
万
３
千
800
円
〜
２
万

７
千
200
円
②
２
万
400
円
〜
４
万
円

（
別
途
共
益
費
６
千
400
円
）
③
２

万
７
千
200
円
〜
５
万
３
千
400
円

（
別
途
共
益
費
６
千
400
円
）
④
１

万
５
千
700
円
〜
３
万
800
円
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入
居
予
定
日
令
和
５
年
３
月

■
申
込
資
格
次
の
す
べ
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方

❶
①
②
④
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮

ら
し
の
方
③
65
歳
以
上
の
方
で
60

歳
以
上
の
親
族
等
の
み
と
同
居
し

て
い
る
方

❷
市
内
に
引
き
続
き
３
年
以
上
居

住
し
て
い
る
方
（
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
）

❸
自
立
し
て
い
る
方
で
次
の
い
ず

れ
か
の
理
由
に
よ
り
、
代
替
え
の

住
宅
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な

方
▽
１
年
以
内
に
立
ち
退
く
よ
う

に
求
め
ら
れ
て
い
る
▽
住
宅
の
老

朽
化
や
、
浴
室
が
な
い
な
ど
に
よ

り
、
安
全
や
衛
生
上
の
問
題
が
あ

る
▽
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４
級
）

で
、
現
住
居
で
の
生
活
が
困
難
で

あ
る
▽
家
賃
が
収
入
月
額
（
年
間

所
得
か
ら
控
除
を
差
し
引
い
た
額

割
る
12
）
の
４
割
を
超
え
、
支
払

い
に
困
窮
し
て
い
る

❹
緊
急
連
絡
先
が
あ
る
こ
と

❺
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定

す
る
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

e
持
ち
家
の
方
は
、
申
し
込
み
で

き
ま
せ
ん

m
11
月
15
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

指
定
の
申
込
用
紙
（
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
で
配
布
）
に
必
要
事
項
を

明
記
し
、
郵
送
ま
た
は
直
接
、
ま
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づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
〒
184

－

８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所

第
二
庁
舎
５
階
☎
042

－

387

－

９
８

６
１
）
へ

　ハト等、自然の中で生活している生き物に人が
えさをあげることは、生態系のバランスを崩し、
生活環境を乱す原因となります。また、ふんによ
る悪臭や害虫の発生など近隣トラブルの原因にも
なります。
　公共の場や他人の敷地にえさをまくような行為
により、生き物が人に疎まれるような存在になら
ないよう、愛護家の方は、節度ある行動をお願い
します。
i環境政策課環境係（☎042－387－9817）

ハト等への
えさやりについて

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。4・11・13


